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北海道立職業能力開発支援センター指定管理者公募要項

北海道（以下「道」という。）は、北海道立職業能力開発支援センター（以下「本施設」という。）

を効果的かつ効率的に管理するため、北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条

例（平成16年北海道条例第89号。以下「指定手続条例」という。）第２条の規定に基づき、以下の

とおり指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号。以下「法」という。）第244条の２第３項に

規定する指定管理者をいう。以下同じ。）の指定を受けようとする法人その他の団体（以下「団体」

という。）を公募します。

第１ 公募の内容
１ 本施設の概要

本施設の概要は、次のとおりです。

なお、詳細については、別添１「北海道立職業能力開発支援センターの概要」（以下「施設

概要」という。）を参照してください。

名 称 北海道立職業能力開発支援センター

所 在 地 札幌市白石区東札幌５条１丁目１－２

規 模 延床面積 (1099.68㎡) （注1)

構 造 鉄筋コンクリート造(地下１階地上３階)

本道の産業を支える技能労働者の職業に必要な能力開発や技能向上を促進する
設置目的 ことで、職業の安定と労働者の地位の向上を図るため、民間における職業能力

開発の拠点施設として設置。

主要施設 1号研修室 58.89㎡ 2号研修室 59.98㎡ 3号研修室 120.10㎡
実習室 499.98㎡ 事務室 247.62㎡ 資材庫（51.52㎡・61.59㎡）
共有部分 379.56㎡ (注2)
【うち指定管理面積】１号研修室 58.89㎡ ２号研修室 59.98㎡ ３号研修室
120.10㎡ 実習室 499.98㎡ 事務室 18.35㎡ 共有部分 379.56㎡
計1,136.86㎡

昭和47年に北海道と札幌市が共同で札幌市中央区大通西19丁目に技能訓練会館
を建設し、道は道立札幌職業訓練校分校を設置したが、昭和61年分校を廃止。道

施設沿革 はその施設を北海道職業能力開発協会に貸付し、民間分野の職業能力開発にかか
る拠点施設及び技能検定試験の実施会場として運営していた。しかし施設の老朽
化及び設備の不備等が顕在化したため、札幌市と共同で本施設を建設することと
し、平成14年4月現在の「北海道立職業能力開発支援センター」を設置した。

札幌市産業振興センター（延床面積7,634.32㎡：札幌市所有）との複合施設。
札幌市産業振興センターとの共用部分（1,312.08㎡）

そ の 他 本施設の敷地は、札幌市産業振興センターの敷地面積 17,604.51㎡のうち札幌
市から無償貸与を受けている2,592.18㎡。

(注1) 延床面積は、道の専有面積ですが、指定管理者は札幌市産業振興センターとの共用部分に係る管

理運営等についても併せて行うものとします。共用部分に設置している、飲料自動販売機について

は、年度ごとに使用許可を受ける必要があります。

(注2) 本施設の主要施設である事務室247.62㎡のうち、北海道職業能力開発協会(200.61㎡)及び（一社）

北海道技能士会(28.66㎡)に対し、道が行政財産の使用を許可しており、指定管理者が本施設の管

理運営のために使用できるのは、同事務室内の18.35㎡です。（パーテーション等による明確な仕切

りはありません。） 資材庫については、北海道職業能力開発協会に対して使用を許可しており、指

定管理者は使用できません。
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２ 管理に当たっての条件

(1) 指定管理者が行う業務の範囲

北海道立職業能力開発支援センター設置条例（以下「設置条例」という。）第５条第１号から

第４号までに規定する指定管理者が行う業務（以下「指定管理業務」という。）の具体的な内容

及び業務の実施に当たっての道と指定管理者の責任の分担は、下表に示すとおりです。

なお、道では、指定管理者が、指定管理業務の遂行に当たり、住民に提供すべきサービスの水

準を確保するため、業務区分毎に具体的な要求水準を定めるとともに、業務の質の向上に関する

「管理の目標」を定めています（以下「要求水準」と総称する。）。

要求水準の具体的な内容は、別添３「北海道立職業能力開発支援センター要求水準書」（以下

「要求水準書」という。）に示すとおりです。

申請に当たっては、業務区分毎にこれらの要求水準を満たすことができる具体的な仕様を検討

し、業務計画書において提案してください。

また、指定管理業務以外に施設の利用者の増加や利便性の向上、管理の目標の達成を図ること

を目的として、負担金の範囲外で、自ら企画し実施する事業があれば、併せて積極的に提案して

ください。

◆指定管理業務の内容及び道と指定管理者の責任の分担

項 目 区 分 内 容 道 指定管理者

管 理 相談及び指導・ 職業能力開発及び向上の促進に関する技術的事項な ◎
運 営 助言業務 どについての相談対応及び指導・助言

情報提供業務 職業能力の開発及び向上の促進に関する情報提供及 ◎
び資料の提供

研修室・実習室 利用の受付・案内、利用承認、利用制限、取消し、
の利用提供業務 利用調整、苦情対応、備品の貸出等 ◎

利用料金の収受 利用料金の決定、収受、還付、減免 ◎

利用促進業務 施設を利用したＰＲ事業、パンフレット、インター ○ ◎
ネット等による広報活動、利用者の満足度調査

施 設 設 施設・設備保守 施設・設備等の補修等、法定点検巡回、警備、安全 ○※ ◎
備 等 の ・安全管理 衛生管理等
維 持
管 理 備品等の管理 施設及び備品等の維持、管理、更新等 ◎

施設整備・改修 施設の改修、増築、大規模修繕等 ◎

法定管理 行政財産使用の許可等 ◎ ○受付等

災 害 災害時対応 待機連絡体制確保、利用者の安全確保、事故・災害 ○指示等 ◎
対 応 発生時応急処置、道・警察等への連絡、被害調査等

その他 上記業務に伴う財務、契約、記録管理 ◎
関係機関との連絡調整、引継ぎ書類の作成等

注）◎ は主たる役割を担う者。○は補足的役割を担う者
※ １件５０万円以上の補修は、道が実施する。

(2) 指定管理者が行う管理の基準

指定管理者は、次に掲げる本施設の利用に係る基本的な条件及び業務運営の基本的事項（以下

「管理の基準」という。）に沿って、本施設を適正に管理するものとします。

管理の基準は、関係法令等（条例、規則を含む。以下同じ。）の規定に基づき、その細目的事

項について道と指定管理者が協議して協定で定めます。詳細については、関係法令等及び別添５

「北海道立職業能力開発支援センターの管理に関する協定書（案）」（以下「協定書案」という。）

を参照してください。
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ア 管理運営の基本方針等

① 基本方針

ａ 道の公の施設であることを念頭におき、利用者の公平な利用に供するよう管理運営を行

う

ｂ 本施設の設置目的が「北海道における労働者の職業に必要な能力の開発及び向上の促進

を図り、もって職業の安定と労働者の地位の向上に資する」であることを踏まえ、利用者

がより利用しやすい環境を提供する

② 運営方針

ａ 利用者の職業能力開発及び向上のため、その技術的事項等について、きめ細やかな相談

に応じるとともに適切な助言、指導を行い、さらに利用者のニーズに応じた情報提供並び

に資料提供を行う

ｂ 北海道の職業能力開発施策との整合性を図りながら、施設運営を行う

ｃ サービス水準の維持向上に努め、安定的かつ継続的なサービスの提供が行われるよう

努める

ｄ 利用者の意見を管理運営に反映させ、利用者の満足度を高めていく

③ 維持管理方針

ａ 利用者が常に快適に利用できるよう適切な維持管理を行う

ｂ 本施設の利用状況を常に把握し、事故、災害、犯罪等を未然に防止する

ｃ 本施設が所在する建物に関して、道と札幌市は、建物の区分所有に関する法律（昭和37

年法律第69号）による区分所有者であり、指定管理者は本施設の専有部分及び共用部分等

の管理または使用に関して、道と札幌市との間で平成14年４月１日付で締結している管理

規約（別添１「施設概要」）の定めに従うものとする

また指定管理者は、共用部分に係る施設・設備等の保守、補修及び法定点検、巡回、警

備、衛生管理についても併せて行う

イ 施設の開館時間及び休館日等

開館時間 午前９時から午後10時まで

休 館 日 12月29日から翌年の１月３日まで

ただし、管理運営上必要があるときその他特に必要があると認めるときは、知事の承認を得

て臨時に変更することができる。なお、指定管理業務の一部の対応時間を短縮する場合、又は

土、日、祝日等の特定の日に実施しない等の計画を有する場合は、あらかじめ様式６「業務

計画書」に明記すること。

ウ 利用の承認等

設置条例に定める基準に基づき、利用の承認等の業務を適切に実施し、住民の平等な利用を

確保する。

エ 個人情報の取扱い

北海道個人情報保護条例(平成６年北海道条例第２号)に定める指定管理者の義務を適切に履

行するとともに、住民からの情報開示の申し出に対し適切に対応する。

オ 情報公開の取扱い

① 北海道情報公開条例（平成10年北海道条例第28号）に基づき、公の施設の管理に関して保

有する文書の公開に努めるとともに、住民からの情報開示の申し出に対し適切に対応する。

② 利用料金等の設定に関する情報公開に協力すること。
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カ 秘密の保持

指定管理者の役員等は施設の管理に係る業務に関し知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益の

ために使用してはならない。

キ 著作権の取扱い

指定管理業務の処理に伴い著作権その他の知的財産に関する権利が生じたときは、道に移転

しなければならない。

ク 再委託等

指定管理業務の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。

(3) 指定期間

指定期間は、令和４年（2022年）４月１日から令和９年(2027年）３月31日までの５年間を予

定しています。

この指定期間は、令和４年（2022年）第１回北海道議会定例会（令和４年（2022年）２月開

会予定）の議決を経て正式に決定します。

ただし、協定に違反したとき、その他知事が管理を継続することが適当でないと認めたとき

は、指定期間中であっても、法第244条の２第11項及び指定手続条例第12条第２項の規定に基づ

き、指定を取消し、又は管理の業務の全部又は一部の停止を命じることがあります。

(4) 指定管理者の収入及び業務に必要な経費

指定管理業務に必要な経費は、道が指定管理者に支払う負担金及び指定管理者が収受する利用

料金等により賄います。

ア 道が指定管理者に支払う負担金

① 道は、各年度において、指定管理業務に係る経費のうち、利用料金収入見込額を差し引

いた額を、負担金として指定管理者に支払います。

② 指定期間の負担金の額は、第２の１の（３）に定める上限額の範囲内で、指定管理者が

申請時に提案した額を基本として、その支払方法等を含め、協定に定めます。

③ 協定に定める負担金の額は、利用料金の見直しがあった場合及びその他の事情の変更に

より著しく不適当となった場合等を除き、変更しません。(イ 利用料金参照）

④ 自主企画事業及び自動販売機など、管理費用の積算に含まれていないものがある場合は、

指定管理者となる団体自らの収入により賄うこと。

イ 利用料金

① 利用者が納付する利用料金は、指定管理者が収受し、利用料金の額は、設置条例で定める

範囲内において、道の承認を受けて指定管理者が定めます。

ただし、次の理由により利用料金の上限額の見直し及び負担金上限額が変更される場合が

あります。

(a) 道では、４年に一度、設置条例に規定する利用料金の上限額を見直し、必要な改正を行い

ます（直近の改正年度は令和２年度（2020年度））。

上記の改正に伴い、指定管理者が定めた利用料金について見直しが必要となる場合があり

ます。

(b) (a)の改正があった場合、道が算出した改正後の利用料金の上限額を基準とした利用料金収

入見込額の結果に基づいて、改正後の利用料金の上限額が適用される日以降の期間に係る

負担金の増減又は減額について協議するものとします。

② 指定管理者は、設置条例施行規則第６条に規定する減免の基準に該当する者から減免の

申請があったときは、利用料金を減免するものとします。
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なお、利用料金の額、過去の使用料又は利用料金収入の実績、減免の基準、過去の減免

の実績等については、別添１「施設概要」を参照してください。

ウ 区分経理

指定管理業務に係る資金の収支は、他の会計と区分し、独立した帳簿及び預金口座により

管理しなければなりません。

(5) リスクの分担

道と指定管理者のリスク分担は、別添２の表のとおりとします。

ただし、別添２の表に定める事項で疑義がある場合又は同表に定めのないリスクが生じた場合

は、道と指定管理者が協議の上リスク分担を決定します。

(6) その他

本施設は、北海道財務規則第205条の17に基づき、事務室、資材庫を北海道職業能力開発協会

及び（一社）北海道技能士会に行政財産の使用許可をしています。詳細は別添１「施設概要」を

参照してください。

自動販売機スペース等共用部分に係る使用許可は建物を区分所有する札幌市が行っています。

また、事務室247.62㎡のうち指定管理者の専有部分は18.35㎡となっており、その他スペース

には、北海道職業能力開発協会及び（一社）北海道技能士会が入居しています。

第２ 申請の条件等
１ 申請の要件

(1) 申請資格

申請者は、次に掲げる要件のいずれも満たしていることが必要です（団体を構成員とする連

合体（以下「コンソーシアム」という。）にあっては、全ての構成員がいずれの要件も満たし

ていることが必要です。）

なお、申請資格の確認基準日は、当該申請の日とします。

① 道内に事業所又は事務所を有する法人その他の団体であること。

② 道立施設の管理を目的として、道から基本財産又は資本金等に出資又は出捐を受けてい

ないこと。

(2) 欠格事項

指定手続条例施行規則第５条各号のいずれかに該当する団体（コンソーシアムの場合は、構

成員のいずれかが次の各号のいずれかに該当するもの）は、選定又は指定の対象外とします。

なお、欠格事項の確認基準日は、申請期間終了後、北海道立職業能力開発支援センター指定

管理者候補者選定委員会（以下、「選定委員会」という。）において申請資格等審査（申請の形

式的な要件に係る審査）を行う日とします。

北海道公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則（平成16年北海道規則第125号）（抜粋）

（欠格事項）

第５条 知事は、条例第４条に規定する申請者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請者を指定管理者の候補者と

して選定し、又は指定管理者として指定してはならない。

(1) 当該団体の責めに帰すべき事由により道又は他の地方公共団体から指定管理者の指定を取り消され、その取消しの日から４

年を経過しない団体

(2) 当該団体の役員（法人でない団体にあっては、当該団体の代表者）のうち次のいずれかに該当する者がある団体

ア 公の施設の管理を行うために必要な契約等を締結する行為能力を有しない者

イ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

ウ 道における指定管理者の指定の手続において、その公正な手続を妨げた者又は不正の利益を得るために連合した者

(3) 破産手続開始の決定を受けた法人又は清算法人
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(4) 次に掲げる者が、取締役、監査役、支配人、理事又はこれらに準ずる者の地位にある法人

ア 道の知事

イ 道議会の議員

(3) 負担金限度額

道が、指定期間における本施設の指定管理業務に係る費用を負担するため、指定管理者に支払

う負担金は、総額で23,990,000円を限度とします。

申請者は、申請書に添付する収支計画書において、所定の欄に、上記の額の範囲内で、道が支

払う負担金収入の総額を記載してください。

負担金限度額の積算に用いる利用料金収入見込額は、設置条例別表に定める利用料金の上限額

に基づき算出しています。

また、今後、公の施設に関する減免基準の見直しに伴う規則等の改正が行われた場合には、指

定から協定の締結までの間であっても、提案のあった負担金の額について協議し、減額する場合

があります。

【参考】負担金限度額の積算内訳

項 目 総額（千円） 単年度あたり（平均）

金額（千円） 主な内訳・数量

負担金限度額【Ａ】（Ｂ－Ｉ＋Ｊ） 23,990 4,798

指定管理業務費【Ｂ】（Ｃ＋Ｈ）※税抜 77,830 15,566

業務原価【Ｃ】（Ｄ＋Ｇ） 72,175 14,435

直接業務費【Ｄ】（Ｅ＋Ｆ） 71,985 14,397

直接人件費【Ｅ】 21,680 4,336 常勤職員1名、非常勤職員1名

直接物品費等【Ｆ】 50,305 10,061

維持管理費 50,305 10,061

光熱水費 25,050 5,010 電気料金は北電単価で積算

修繕費 1,850 370

役務費 1,130 226

負担金 19,940 3,988

消耗品費 1,465 293

印刷製本費 870 174

業務管理費【Ｇ】 190 38 健康診断費

一般管理費等【Ｈ】（Ｃ×8.4％） 5,655 1,131

利用料金収入見込額 【Ｉ】※税抜 56,025 11,205

消費税額 【Ｊ】（（Ｂ－Ｉ）×消費税率） 2,185 437

【参考】負担金限度額を構成する経費の内容

経費の名称 経 費 の 内 容 備 考

Ｂ 指定管理業務費 Ｃ 業務原価 ＋ Ｈ 一般管理費等

Ｃ 業務原価 Ｄ 直接業務費 ＋ Ｇ 業務管理費

Ｄ 直接業務費 Ｅ 直接人件費 ＋ Ｆ 直接物品費等

Ｅ 直接人件費 公の施設の維持管理及び運営業務に直接従事する従業員等（臨時雇 単価に必要数量を乗じ

用を含む。）が、その労働力を消費することによって発生する費用で、 て積算

当該従業員等の給料手当、賞与、賃金等に相当するもの

Ｆ 直接物品費等 公の施設の維持管理及び運営業務に直接従事する従業員等が、当該 単価に必要数量を乗じ

業務を行うのに必要な物品等を消費し、又は使用することによって発 て積算

生する費用で、次に掲げるもの

①光熱水費等 ②消耗品費 ③借料損料 ④通信交通費 ⑤修繕費

⑥外部委託費 ⑦備品購入費 ⑧その他

Ｇ 業務管理費 指定管理者が、公の施設の現場において業務を管理するために必要 単価に必要数量を乗じ

な直接業務費以外の費用で、次に掲げるもの て積算

①総合調整費 ②福利厚生費 ③通信交通費 ④安全管理費
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⑤技術管理費 ⑥その他

Ｈ 一般管理費等 指定管理者が法人等を継続的に維持運営するのに必要な直接業務費 業務原価に一般管理費

及び業務管理費以外の費用で、一般管理費（営業費を含む）及び営業 等率を乗じて積算

利益に相当する次に掲げる費用

①役員報酬 ②従業員給料手当 ③退職金 ④法定福利費

⑤福利厚生費 ⑥修繕維持費 ⑦事務用品費 ⑧通信交通費

⑨光熱水費 ⑩調査研究費 ⑪広告宣伝費 ⑫交際費

⑬寄付金 ⑭地代家賃 ⑮減価償却費 ⑯租税公課

⑰保険料 ⑱雑費

注１ 直接人件費及び直接物品費等の単価は、市場価格を参考として公の施設ごとに定めています。

注２ 一般管理費等率は業務原価の規模等に応じて、公の施設ごとに定めています。

(4) その他の要件

ア 本施設について複数の申請をすることはできません。なお、単独で申請した団体が、他の

コンソーシアムの構成員として申請した場合や、コンソーシアムとして申請した構成員が、

単独で、又は他のコンソーシアムの構成員として申請した場合も、本施設について複数の申

請をしたものと見なします。

イ 申請後に、コンソーシアムの代表団体を変更し、若しくは構成団体の全部又は一部を変更

すること（特定の構成員を除外し、又は新たな構成員を追加する場合を含む。）は、原則とし

て認めません。ただし、構成員の一部が欠格事項に該当することとなった場合など、特別な

事情により、道がやむを得ないと認めた場合は、道が指示する申請書及び添付書類（以下「申

請書類」という。）の補正等を申請期間内に行った場合に限り、変更することができるものと

します。

ウ 申請その他の指定手続（協定の締結を除く。）は、申請者である団体の代表者又は代表者か

ら権限の委任を受けた当該団体の職員等が自ら行うものとします。

エ 申請書類は、次に掲げる要件のいずれも満たしていることが必要です。

① 本公募要項に定める申請期間、提出先及び提出方法に適合していること

② 記載事項に不備がないこと

a 指定する作成様式及び記載上の留意事項に示された条件に適合していること

b 記載すべき事項が全て記載されていること

c 虚偽の内容が記載されていないこと

２ 申請期間

申請を受け付ける期間及び時間は、次に掲げるとおりです。

申請期間：令和３年（2021年）10月25日（月）～令和３年（2021年）12月13日（月）

受付時間：土、日曜日及び祝日を除く毎日、午前９時から午後５時まで

３ 申請書類

(1) 申請書類の内容

申請に当たっては、団体の区分ごとに、申請書類一覧表（９ページ）に掲げる申請書類を提

出してください。

なお、道が必要と認めた場合は、追加資料の提出を求めることがあります。

(2) 提出部数



- 8 -

申請書類は、紙で提出する場合は、原本１部、副本４部、電磁的記録で提出する場合は、原

本１部を提出してください。

(3) 提出方法

申請書類の提出方法は、持参、郵送（書留郵便に限る。）又は電子メールとします。

持参する場合は、受付時間内に下記提出先に持参してください。

郵送及び電子メールの場合は、申請期間の終了日の受付時間内必着とします。

提出先：北海道経済部労働政策局産業人材課産業訓練係（道庁９階）

住 所：〒060-8588 札幌市中央区北３条西６丁目

E-mail：nakamura.ichirou@pref.hokkaido.lg.jp

(4) 申請書類の取り扱い

ア 申請者は、提出した一切の申請書類を書き換え、引き替え、又は撤回することができませ

ん。ただし、申請資格を失ったとき、欠格事項に該当することとなったとき、その他申請書

類の記載事実（事務所の所在地等）に変更があったときは、速やかに、別記様式10「申請書

類記載事実変更届」により届け出てください。

イ 申請書類に記載された個人情報は、指定管理者の候補者の選定、審査その他の指定管理者

の指定手続を実施する目的以外に、申請者に無断で使用することはありません。

ウ 道は、北海道職業能力開発支援センター指定管理者候補者選定委員会に対し、その所掌事

務を遂行するために必要な範囲内で、申請書類の全部又は一部（個人情報を含む。）を提供し

ます。

エ 提出された申請書類は、理由の如何を問わず返却しません。

オ 道が提示する公募要項等の著作権は道及び作成者に帰属し、申請者が提出した業務計画書

等の著作権は、それぞれの申請者に帰属します。

カ 道は、指定手続に係る事務の遂行上必要な範囲において申請書類の複製を作成することが

できるものとします。また、指定手続の経過及び指定結果の公表等のため必要と認めたとき

は、申請者の承諾を得て、業務計画書等の全部又は一部を無償で使用できるものとします。

キ 申請書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基

づき保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用いた結果生

じた事象に係る責任は、すべて申請者が負うものとします。
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◆申請書類一覧表
団 体 の 区 分

種 類 単独の団体 コンソーシアム 備 考
コンソー 構成員

法人 その他 シアム 法人 その他
指定管理者指定申請書 ○ ○ ○ 様式１

申請資格を有することを証する書類
様式２

団体概要書 ○ ○ ○ ○ ※設立趣旨、事業内容のパンフレット等団体

の概要がわかる資料があれば、併せて提出

する。

コンソーシアム構成表 ○ 様式３

委任状 ○ ○ 様式４

定款・寄付行為 ○ ○
コンソーシアム協定書 ○ ※別添６「コンソーシアム協定書（案）」参

照

規約その他団体の目的、組織及び ※規約その他団体の目的、組織及び運営の方

運営の方法を明らかにする書類 ○ ○ ○ 法（事務所、資産に関する規定、代表者の

任免に関する規定等）を記載した書類

代表者の身分証明書及び住民票の ○ ○ ○ ○ ○ ※代表者が外国人である場合にあっては、外

写し 国人登録証明書の写し

※住民票の写しに個人番号（マイナンバー）

は記載しないこと。

法人の登記事項証明書 ○ ○ ※申請日前３か月以内に取得したもの

団体の名称及び本店又は主たる事 ※法人が登記事項証明書により証明できる場

業所の所在地を証明する書類 ○ ○ ○ ○ ○ 合は不要。法人以外の団体が規約等により

確認できる場合は不要。

役員名簿 ○ ○ ○ ○ ○ ※役職、氏名、現住所及び生年月日を記載し

たもの

印鑑証明 ○ ○ ○ ○ ○ ※申請日前３か月以内に取得したもの

施設の管理運営を行う上で必要な ○ ○ ○ ○ ○ ※様式任意。資格を有する場合はその写し。

資格への対応を記載した書面
誓約書 ○ ○ ○※ 様式５ ※構成員の連名

団体の財務の状況等に関する次の書類
事業報告書、収支計算書、貸借対 ※申請日の属する事業年度の前事業年度分

照表、財産目録その他財務の状況 ○ ○ ○ ○ ※新たに設立する法人又は設立初年度の法

を明らかにする書類 人にあっては、収支予算書又はこれに準ず

る書類

道税に滞納がないことの証明書 ○ ○ ○ ○ ※新たに設立する法人又は設立初年度の法

人にあっては、添付不要。

消費税及び地方消費税に未納がな ○ ○ ○ ○ ※道に納税義務がない場合は、本店等が所在

いことの証明書（国税通則法施行 する都府県の事業税に滞納がないことの

規則別紙第８号書式その３） 証明書を添付する。

※納税義務がないため、納税証明書が発行さ

れない場合は、誓約書にその旨を記載する

こと。

健康保険・厚生年金保険の届出義 ○ ○ ○ ○ ①納入告知書
務を履行している事実を証する書 ②資格取得確認書及び標準報酬月額決
面（写し可） 定通知書

③適用通知書
など加入状況が確認できる書類

雇用保険の届出義務を履行してい ○ ○ ○ ○ ①保険関係成立届
る事実を証する書面（写し可） ②領収済通知書

③概算・確定保険料申告書（控）
など加入状況が確認できる書類

社会保険等適用除外申出書 ○ ○ ○ ○ 様式１２
※健康保険・厚生年金保険、雇用保険
の加入義務が無い場合

業務計画書 ○ ○ ○ 様式６

収支計画書 ○ ○ ○ 様式７
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第３ 指定手続のスケジュール
１ 指定手続のスケジュール

公募から協定の締結までの指定手続のスケジュールは、概ね下表のとおりです。

◆指定手続のスケジュール
内 容 日 程

公募要項の配布期間・申請期間 令和３年（2021年）10月25日（月）～
12月13日（月）

（予定）土曜･日曜及び祝日を除く毎日、午前
９時から午後５時まで

現地説明会の開催 令和３年（2021年）11月10日（水）（予定）
公募要項に関する質問の受付 令和３年（2021年）10月25日（月）～

11月15日（月）
質問の回答 令和３年（2021年）11月19日（金）（予定）

申請期間の終了 令和３年（2021年）12月13日（月）
申請資格等事前審査
※申請の形式的要件に係る審査及び選定委員会への報告

選定委員会の開催
①申請資格審査（形式的要件に係る審査） 令和３年（2021年）12月中下旬～
②必須項目審査

ヒアリング等の実施
令和４年（2022年）１月上旬（予定）

③加点項目審査
④最適な候補者の選定・知事への報告

指定管理者の候補者の決定
選定結果の連絡
指定議案の提案 令和４年（2022年）２月下旬（予定）
指定の議決
指定の指令・指定結果の通知 令和４年（2022年）３月下旬（予定）
協定の締結・業務引継
指定管理者による管理の開始 令和４年（2022年）４月１日（金）
※ 選定結果の連絡後は、被選定者に対し、選定後の指定手続に係る説明等を行うため、あらかじめ日時を指定して来

庁を要請する場合があります。

２ 現地説明会及び質問の受付等
（1) 現地説明会の開催

日 時：令和３年（2021年）11月10日（水）午前10時00分から
場 所：北海道立職業能力開発支援センター２階 第３研修室

（札幌市白石区東札幌市５条１丁目１－２）
参加申込：別紙様式８に必要事項を記入の上、郵送、ＦＡＸ又は電子メールにより経済部労

働政策局産業人材課あてにお送りください。
申込締切：令和３年（2021年）11月４日（木）午後３時まで
※参加人数については、１申請者につき２名までとしてください。
※当日配布する資料については、現地説明会に出席できない方には、現地説明会の翌日以降、
経済部労働政策局産業人材課で配布します。

（2) 募集内容等に関する質問の受付
受付期間：令和３年（2021年）10月25日（月）～11月15日（月）
質問方法：別紙様式９により、持参、郵送、ＦＡＸ又は電子メールで北海道経済部労働局産

業人材課あてにお送りください。持参する場合は、土日祝を除く午前９時～午後
５時までとします。

回答方法：受け付けた質問に対する回答をとりまとめ、令和３年（2021年）11月19日（金）
頃に、道の産業人材課のホームページで公表します。
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第４ 審査及び選定に関する事項

１ 選定委員会の設置

道では、指定手続条例第５条の規定に基づき、公の施設ごとに定める申請資格及び選定基準等

の決定並びに指定管理者の候補者の選定について意見の聴取を行うため、あらかじめ、選定委員

会を設置しています。

選定委員会は、別添４「北海道立職業能力開発支援センター指定管理者候補者決定基準」（以

下「決定基準」という。）に基づく申請者の審査を経て、指定管理者の候補者として最適と認め

る団体を決定し、その結果について審査の経過とともに道に報告します。

道は、選定委員会の報告を踏まえ、指定管理者の候補者として最適な団体を選定します。

なお、申請期間以降、本施設の指定管理者の指定までの間に、申請者又はそれと同一と判断さ

れる団体等が、選定委員会委員に面談を求めたり、申請者のＰＲ資料等を提出することにより、

自らを有利に、又は他の団体を不利にするように働きかけることを禁じます。

◆北海道立職業能力開発支援センター指定管理者候補者選定委員会の構成

委 員 伊 藤 友 章 北海学園大学経営学部教授

委 員 坂 井 智 則 札幌市経済観光局産業振興部長

委 員 長 尾 直 子 ひぐま協同組合参与

委 員 山 本 美 紀 山本美紀中小企業診断士事務所

※ 選定委員会の委員は、申請者との間に利害関係を有することが判明した場合、その他の事情により、

変更することがあります。

２ 選定基準

指定管理者制度を導入する道の公の施設に係る指定管理者の候補者の選定基準は、指定手続条例

第４条各号に規定するとおりです。また、第５号の規定に基づき、本施設の性質又は目的に応じて

定める基準は、次のとおりです。

職業能力開発促進法第十五条の二（事業主等その他の関係者に対する援助等）第１項第１号

から第３号の規定に定める援助等を本施設において行う能力を有していること。

（事業主その他の関係者に対する援助）第15条の２

国及び都道府県は、事業主等の行う職業訓練及び職業能力検定並びに労働者が自ら職業に関

する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するために必要な援助その他労働者が職

業生活設計に即して自発的な職業能力の開発及び向上を図ることを容易にする等のために事

業主の講ずる措置に関し、次の援助を行うように努めなければならない。

1．第10条の３第１号の相談に関する講習の実施

2．第11条の計画の作成及び実施に関する助言及び指導を行うこと。

3．職業能力の開発及び向上の促進に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこ

と。
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指定手続条例第４条
（選定）

第４条 知事等は、前条の規定による申請があったときは、当該団体（申請資格を有するものに限る。以下「申請者」という。）

について、次に掲げる選定の基準に照らして総合的に審査し、最も適当と認める団体を指定管理者の候補者として選定

するものとする。

(1) 正当な理由がない限り住民が施設を利用することを拒まないものであること及び住民が施設を利用することについて不

当な差別的取扱いをしないものであること。

(2) 業務計画書の内容が、施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 業務計画書に沿った管理を安定して行う人員、資産その他の能力を有していること。

(4) 収支計画書の内容が、施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、知事等が施設の性質又は目的に応じて定める基準

３ 審査及び選定の方法

審査及び選定は、別添４「決定基準」に基づき、次の方法により実施します。なお、審査及び

選定の時期は、令和３年（2021年）12月中下旬～令和４年（2022年）１月上旬頃の予定です。

(1) 審査の方法

審査は、次の方法により実施します。

ア 申請資格等審査（申請の形式的要件に係る審査）

申請書類を受理した全ての団体を対象として、本公募要項第２の１の(1)から(4)までに定

める申請資格等の要件（以下「申請の形式的要件」という。）に適合しているかどうかにつ

いて、申請書類の審査を行います。

審査の結果、申請の形式的要件に適合しないと判断された団体は失格となります。

イ 必須項目審査

失格者を除く全ての申請者を対象として、指定管理者の候補者として必要最低限の水準に

達しているかどうかを審査するため、決定基準のⅢの(2)の「必須審査項目」ごとに適合状

況を審査します。

必須審査項目を一つでも満たしていないと判断された申請者は、選定対象外となります。

ウ 加点項目審査

イの必須項目審査の結果、選定対象とされた申請者を対象として、業務計画等の達成水準

を相対的に評価するため、決定基準のⅢの(3)の「加点項目審査」に基づき審査し、得点化

します。

エ 選定委員会

選定委員会は、申請資格等審査、必須項目審査及び加点項目審査を行った上で、選定委員

会運営要領（準則）第５条に定める方法により最適な候補者を決定します。

オ ヒアリング等

選定委員会は、必須項目審査及び加点項目審査を行うに当たり、失格者を除く申請者に対

し、ヒアリング等を実施します。ヒアリング等の日程及び実施方法等については、対象者に

別途連絡します。
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(2) 選定の方法

ア 道への報告

選定委員会は、最適な候補者を決定したときは、その結果について、審査の経過とともに

道に報告します。

イ 指定管理者の候補者の選定

道は、選定委員会による審査結果の報告を踏まえて最適な指定管理者の候補者を選定しま

す。選定の決定をしたときは、その結果を全ての申請者に連絡します。

第５ 指定及び協定の締結に関する事項

指定管理者の候補者として選定された団体は、道議会の議決を経て、指定管理者として指定さ

れます。なお、指定の議案は、令和４年（2022年）第１回北海道議会定例会（令和４年（2022年）

２月開催予定）に提出することとしています。

指定管理者の指定をしたときは、その結果について通知するとともに、審査の経過及び選定の

結果とともに道の産業人材課のホームページ等で公表します。

道と指定管理者は、指定管理業務の実施に必要な事項のうち、条例又は規則に定めのない細目

的事項について協議し、協定を締結します。なお、協定を締結しようとする事項の具体的な内容

については、別添５「協定書案」を参照してください。

第６ 申請に当たっての留意事項

１ 選定又は指定の対象からの除外

申請者が次に掲げる場合に該当したときは、その者を選定又は指定の対象から除外し、若しく

は選定又は指定を取り消す場合があります。

(1) 選定委員会の委員又は指定手続きに係る業務に従事する道職員若しくは関係者に対し、本

件申請について不正に接触する行為、その他の公正な手続を妨げる行為の事実が判明した場

合

(2) 本件申請について不正な利益を得るために連合した場合

(3) 申請書類に虚偽の記載があった場合

(4) 複数の事業計画書又は収支計画書を提出した場合

(5) その他指定の手続きにおいて不正な行為があったと道が認めた場合

(6) 申請資格を満たしていないこと又は欠格事項に該当することが判明した場合

(7) 申請者による業務遂行が困難であると判断される事実が判明した場合

(8) 著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行うことにつ

いて相応しくないと道が認めた場合

２ 不正行為情報への対応

指定手続における公正な手続を妨げる行為又は不正の利益を得るために連合する行為について

の情報があった場合は、指定手続の執行を延期し、又は事情聴取を行うことがあります。

また、道が必要と認めたときは、指定手続を延期し、中止し、又は取り消すことがあります。
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３ その他

（1) 申請の辞退

申請書類を提出した後に辞退する際には、様式11「指定管理者申請辞退届」を提出してくだ

さい。

（2) 費用の負担

指定の手続に関して申請者が要する費用は、それぞれ申請者の負担とします。

（3) 使用言語、単位及び通貨

申請書類及びその他の指定の手続に際して使用する言語は日本語、単位はSI単位、通貨単位

は円を使用することとします。

第７ 事業実施状況の監視等

１ モニタリング

道及び指定管理者は、指定期間中に指定管理業務の実施状況を把握し、良好な管理状況を確保

するため、次のとおりモニタリングを実施します。

指定管理者が管理の基準及び事業計画に従って業務を遂行していない場合、業務の全部又は一

部について要求水準を満たしていないと判断した場合、道は改善措置を講ずる等の指導を行いま

す。

さらに必要な場合は業務の停止や指定の取消しを行うことがあります。

なお、大幅な業務の改善を要する場合等にあっては、負担金を減額することがあります。

(1) 定期報告

指定管理者は、事業報告書及び四半期業務報告書を作成し、道に提出していただきます。

(2) 状況確認及び意見交換

道は、定期又は随時に、指定管理業務の実施状況について、現地での確認及び意見交換等

を行います。

(3) 利用者満足度調査の実施

道及び指定管理者はそれぞれ、施設利用者の利便性の向上等の観点から、指定期間中にア

ンケート等による「利用者満足度調査」を実施し、施設利用者の満足度や意見・苦情等を聴

取します。

なお、道が実施した結果は指定管理者に通知し、必要に応じ業務改善等の指示を行います。

２ 帳簿書類等の提出要求

監査委員等が指定管理業務に係る出納関連の事務を監査するために必要があると認める場合、

指定管理者は帳簿書類その他の記録を提出しなくてはなりません。

第８ その他の事項

１ 業務の継続が困難になった場合等の措置

指定管理者は、業務の継続が困難となった場合又はそのおそれが生じた場合は、速やかに道に

報告しなければなりません。その場合の措置については、次のとおりです。

(1) 指定管理者の責めに帰すべき事由による場合

指定管理者の責めに帰すべき事由により、業務の継続が困難になった場合、又はそのおそれ

が生じた場合には、道は指定管理者に対して改善勧告等の指示を行い、期間を定めて改善策の

提出及び実施を求めることができます。また、指定管理者がその期間内に改善することができ
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なかった場合等には、道は指定管理者の指定を取り消し、又は業務の全部又は一部の停止を命

じることができるものとします。

(2) 指定が取り消された場合等の賠償

上記(1)により指定管理者の指定が取り消され、又は業務の全部若しくは一部が停止された

場合、指定管理者は、道に生じた損害を賠償しなければなりません。

(3) 不可抗力等による場合

不可抗力その他道又は指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務の継続が

困難となった場合、道と指定管理者は、業務継続の可否等について協議を行い、継続が困難と

判断した場合、道は指定管理者の指定の取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じ

ることができるものとします。

２ 改修工事について

北海道立職業能力開発支援センターについては、「指定の期間」内に大規模な改修工事を行う

可能性があります。改修工事が行われた場合、工事の内容によりますが、一定期間、施設の一部

を閉鎖することが想定されます。閉鎖による損害を最小限とするための対応や、指定管理業務の

縮小に伴う負担金の減額等については、別途協議いたしますので、あらかじめご了承願います。

なお、改修工事の規模や時期等については、今後の検討状況に応じて、指定管理者に情報提供

をいたします。

３ 民間とのタイアップ事業について

施設の価値や魅力向上を図るために、自主事業として民間企業とのタイアップ事業を実施する

ことが可能です。（例：集客増を目的とした共同イベント開催など）

４ 公租公課

指定管理者は、法人税や事業所税などが課税される場合がありますので、必要に応じ、管轄の

市町村、税務署等の関係機関に確認してください。

５ その他の協議すべき事項

協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、道及び指定管理者双方が誠意を持って協議

するものとします。

６ 業務の引き継ぎ

指定期間の終了若しくは指定の取消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合は円滑な

引き継ぎに協力していただきます。

６ 問い合わせ先

住 所 〒060-8588
札幌市中央区北３条西６丁目
北海道経済部労働政策局産業人材課（産業訓練係）

電 話 011-231-4111（内線26-513）
ＦＡＸ 011-232-1044
E-mail nakamura.ichirou@pref.hokkaido.jp
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